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令和４年 １０月定例教育委員会議事録 

 

1．日 時：令和４年１０月２７日（木）１３時３０分～１５時１０分 

2．場 所：離島開発総合センター町民ホール 

出席委員：委 員  中 村 好 秀   委 員 升 水 裕 司 

委 員  浦 い せ 子   委 員 横 山 明 美 

教育長  中 村 慶 幸 

事務局  教育次長 永 田 敬 三 

教育生涯学習班長  大 田 議 嗣 

図書館係長     津 田 朋 子（欠席） 

文化財係長     平 田 賢 明（欠席） 

教育総務係長    神 﨑 健 司 

3.附議案件 

（1）前回議事録承認の件 

（2）教育長報告 

（3）議決事項 

１）議案第３号 小値賀町教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し、又は臨時に代理させる規則

の一部改正案について 

2）議案第４号 小値賀町教育委員会公告式規則の一部改正案について 

（4）報告事項 

  1）各種委員会、協議会等について    

    報告第２０号 通学路安全推進会議（第２回）について（１０／７） 

報告第２１号 学校運営協議会（第２回）について（１０／２０） 

  2）その他 

①オクトーバーラン＆ウォークの実施について（１０／１～３１） 

②小値賀小学校遊具（タイヤ）補修及び東側校門付近のコケ落とし作業について（１０／２） 

③教育委員辞令交付について（１０／３） 

④小値賀小中学校公用車及びよりみち塾公用車の納車について（１０／３） 

⑤研究授業ウィークスの実施について（１０／３（中学校）、４（高校）、１１（小学校）） 

⑥北松浦郡教頭会について（１０／５） 

⑦体力運動能力テストについて（１０／６、７） 

⑧地域史研究講座について（９／２７、１０／７） 

⑨北松浦郡民体育大会（ソフトテニス競技）について（１０／９） 

⑩小西邸利活用検討委員会について（１０／１０） 

⑪県内一斉防犯パトロールについて（１０／１１） 

⑫佐世保市中体連（駅伝大会）について（１０／１２） 

⑬教育委員会事務局運営会議について（１０／１２） 

⑭町内校長教頭園長合同研修会について（１０／１３） 

⑮北松浦郡校長研修会について（１０／１４） 

⑯沖ノ神嶋神社海岸付近水中遺跡現地調査について（１０／１４～１８） 

⑰青少年劇場（古典芸能）について（１０／１８） 
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（5）協議事項 

① 小値賀町部活動地域移行検討委員会設置要綱案について 
 

（6）その他            

①第４期小値賀町ふるさと留学の申込状況について 

②１１月行事予定について   

③次回定例教育委員会の日程    １１月２５日（金） ９時３０分～ 
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 教育長すみません。 

定刻になりましたので、教育委員さん全員お揃いでございますので、法律に

基づき、教育委員会が成立いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

 はい。それでは、改めましてお疲れ様でございます。 

 ただ今から令和４年１０月の定例教育委員会を始めさせていただきますけれ

ども、本日も傍聴に１名の方が来ていただいております。 

 規則に基づきまして許可いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 あとは座らせていただきます。 

 まずは、挨拶というよりも事務連絡みたいになりますけど、今年も残すとこ

ろ、あと２ヶ月ちょっとになりましたけど、県の方ではといいますか、教育委員

会部局ではですね、令和５年度の定期の人事異動事務が夏から始まっています

けれども、いよいよ本格的な事務手続きが始まっております。 

 今、先生方の来年度の意向調査とか、そういったものがあっておりまして、県

にも提出しているところですけども、また先日は、県の教育委員会、それから市

町の教育委員会の連携会議ということで、２４日にｗｅｂで会議がありました

けれども、内容が、これも時期になっております、新年度の教育委員会の主要事

業、あるいは新規の事業等についての意見交換があっておりまして、県の方が

１１月中が予算要求時期ということで、町も同時期になりますけれども、その

情報をもとにですね、またそれぞれの事務方で説明会があったりとか、意見交

換会があったりとかで、それぞれの事業スキームに対して、町の意見等も出し

ていきたいと思っておりますので、事務局にもそのようにつなぎをしていると

ころです。 

 で、予定していた会議のことなんですけれども、１０月３０日、１１月１日

で、市町のですね、教育委員会の研修協議会が長崎である予定ですけれども、そ

れに私が出席するつもりでおりましたけれども、１１月１日にどうしても、町

内の校長、教頭、園長合同研修会、これが１１月１日しか、なかなか日程が取れ

ないっていうところで、出張を取り止めまして、合同研修会を優先させていた

だくようにしておりますので、小値賀町の教育委員会からは、誰も出席しない

ということになります。 

 あと、１０月１６日に、町の防災訓練が中学校グラウンドで行われたんです

が、その時にですね、事前に情報を知っておりましたので、この防災訓練が町民

対象で行われるのであれば、先に提案がありました、高校３年生のですね、研究

発表での防災に対する啓発についての町民レクのプログラム提案がありました

けれども、町民レクが今年も中止になったという中で、それを取り入れること

ができないかっていうことで、防災係に提案をしておりましたけれども、実際

なかなか、防災訓練のプログラムの中に直接入れ込むことは難しいという中で、

高校生達のアイデアを展示という形で、紹介をさせていただいております。 

 で、私はその日、都合で行けなかったんですが、写真を見せていただきました

けれども、高校生達が熱心にですね、町民の方に自分達のアイデアを紹介して

いるところがありましたので、少しでもそういったことができて、よかったな

と思っております。簡単ですけど以上です。 
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それでは早速ですけれども、附議案件に入りたいと思います。 

 

「附議案件」（1）前回議事録承認の件 

 まず、前回議事録承認の件ですけれども、何か修正等ございますでしょうか。 

 大丈夫でしょうか。 

  

 はい。ありません。 

 

 ありがとうございます。それでは、ないということで事務局お願します。 

 

 はい。分かりました。 

 

「附議案件」（2）教育長報告 

 続きまして、教育長報告ですけれども、前もってお配りしているとおりなん

ですが、この中で何かございますでしょうか。 

 

 ３番の通学路安全推進会議なんですけれども「福祉事務所から、防犯カメラ

の必要性について意見聴取あり」っていうことですけど、内容について、どの

ようなことだったか教えていただきたいんですけど。 

 

 はい。ここに書いているとおり、通学路安全推進会議は、私はメンバーでは

ありませんで、参考出席したんですけれども、その中で福祉事務所がですね、

まだその事務レベルでの意見交換っていうか、アイデアのことなんですけれど

も、主要道路にですね、やはり防犯カメラが必要なんじゃないだろうかという

意見が出ているところでですね、会議とは直接関係はありませんでしたけれど

も「その他」のところで、委員であります、福祉事務所の担当から、いい機会

なので、委員さん達に意見を聞きたいっていうところで話がありました。 

 総論として、やはりこれからはそういったものが必要なんじゃないかという

ような意見ではありました。簡単ですけど以上です。 

 

 はい。ありがとうございます。 

 

 ほかはありますでしょうか。 

 

 今のことについてなんですけど、意見の段階ですけれども、何ていうか、防

犯カメラの必要性っていうか、根拠っていうか、どういう根拠に基づいて、そ

んなふうな意見が出たんだろうかって、あったら便利だなっていうのはあると

思うんですけれども、そこの根拠のところをちょっと、意見の段階でも分かる

のであれば、教えていただきたいと思います。 

 

 はい。ありがとうございます。 

 これ、議論する時間は、そんなに長くなかったんですけど、趣旨としては、
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先ほど言いましたように、やはりこれから必要なんではないかという理由とし

てですね、小値賀の中ではという話ではなくて、全国的に犯罪抑止、それから

犯罪の監視といいますか、そういう事件調査の資料として、防犯カメラ等が活

用されているっていう状況の中で、小値賀町でも今後必要になってくるんでは

ないだろうかというようなお話でした。 

 

 今のに関連して、お聞きしたいことが 1 つあるんですけれども、防犯カメラ

は、フェリーのターミナルにはあったですかね。 

 

 ターミナルに 1 ヶ所設置しています。 

 

 

 

 1 ヶ所あるんですね。はい、分かりました。 

 

 ほかはございますでしょうか。 

 

 （６）番です。校長、教頭、園長合同研修会の折に、小中高一貫教育の柱に

ついての教育長所感及び意見交換がなされたみたいです。 

 で、その次のページを見ると、事務局としても、そのことがこうね、協議さ

れたのかなということですけれども、例えばどんなふうな、柱がないっていう

ことは私達も気づいているところですけど、どんな話がなされたのかなと思い

ますけど。 

 

 はい。ありがとうございます。 

 これちょっと長くなりますけど、私が１月に就任した時に、１月４日の日

に、次長、班長、係長に来てもらって、教育委員会の今後の施策上の課題って

いうところで、議会でのやり取りとかを見ていて、私が知り得る範囲で、自分

は小中高一貫教育、これの更なる推進、それから、ふるさと留学の安定化、高

校の魅力化の推進、この 3 つが、町の教育行政におけるソフトの３本の柱であ

り課題であるっていうふうに認識してるけど、それで間違いないかっていうこ

とを確認させてもらったところです。 

 で、その中で事務局から、よくその、現場の意見として、小中高一貫教育っ

ていうものの柱っていうものが、核となるものが何なのかっていうのが、よく

分からないっていう話があっているっていうことだったので、じゃあその核っ

ていう、柱をちゃんと据えなきゃいけない、で、その柱に関して、どういう柱

なのかっていうことを考えたときに「確かな学力を身に付ける」っていうの

が、小中高一貫教育の１つの柱としてあってですね、それに関しては、乗り入

れ授業とか、つなぎ授業とか、校種を超えた連携の中で、学力を高める努力を

されていて、前に升水委員からもあったように、高校でも凄い進学率も高い

し、国公立への合格率も高い、そういう部分は、よくやられている。 

一方で、地域資源を使ったふるさと教育やキャリア教育、その部分の柱はよ
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く分からない、ぼんやりしていてっていうのがあるんだろうなって、私も思っ

ていましたし、事務局もそういうふうに思っていましたので、私は分野の、例

えば、以前もお話したように、まぁ離島ですんで、海の町ですので、海洋教育

を柱に据えるとか、実際に学校にも入ってますし学芸員がいますので、地域の

歴史・文化、その学びを柱に据えるとか、体験型観光とかあるので、その分野

を決めればいいんだろうっていうふうに思ってたんですね。 

 で、あくまでもその分野っていうのはツール、手段であって、最終目標は、

高校を卒業するときに「１人ひとりの夢の実現」っていうことで、それぞれの

進路に向かって羽ばたいて行く、その入り口に立つ、そこまでが小値賀の小中

高一貫教育っていうふうに思ってたんですけど、そのつもりで事務局とも意見

交換をし、自分なりに海洋教育がいいのかなぁとかですね。 

 小値賀町の行政のように、水産係が直営の実験フィールドを持っているとか

いう自治体って、私が知る限り、小値賀しかないです。 

 潜水士の免許を取らせたりとかですね、危険なので、むしろ自治体としては

させない方向ですんで、県の水産部なんかは、潜水器を使っての調査は禁止し

ているぐらいの状況の中で、敢えてそういうことをやっているっていうのは、

なかなかありませんし、研究者が毎月のように入って来る、その中で一緒に調

査をして、一般行政職ですけど、水産係の職員も研究に加わって、スキルを上

げていく、そういうフィールドってなかなかありませんし、で、その中で、海

を舞台に栄えてきた歴史があるので、海洋教育の中に歴史・文化をはめ込んだ

らいいんじゃないかとかですね、そういう話をしてたんですよ、ずっと。 

 柱が分野だと思っていましたし、これも前に言いましたけど、自分で考えて

自分で行動できる子どもを育てていく、そうすれば、例えその分野に進まなか

ったとしても、異分野であったとしても、自分で考えて自分で行動する癖が付

いていれば、必ず役に立つんじゃないかって、子ども達の力になるんじゃない

かっていうふうに思っていましたので。 

 で、そうしているところに、小学校の小川校長先生が赴任して来られて、同

様のお話をされたんですね。小値賀町の小中高一貫教育ってどんなものですか

って聞かれたら、自分は説明ができないと、そういう中で７月の先生方の合同

会議の時に小川校長先生がプレゼンをしまして、それぞれの、小学校は小学校

が目指している子どもの姿、中学校は、高校はと、それぞれの学校の目指して

いる子ども達の姿っていうのが縦の柱になって、そして、それに対して、どう

いう取り組みをしてっていうのが横に来て、それが縦横噛み合った形で強固な

ものになるっていう、そういったお話があったんですが、しかしそれは、タイ

トルに小値賀っていうのがないと、小値賀町の小中高一貫教育って分からな

い、それだけではですね。そこではそういったお話で終わって、それから先生

方に意見を聞くっていうアンケートをして、分析結果が出ているところですか

ね。そういうところまで来ているんですけど、私なりにずっと考え続けている

ところに、小川校長先生が、九大の先生が書いた北松西高の地域探求に関する

研究論文を持って来られたんですね。 

それを読ませていただいたんですけど、それまで知らなかったんですが、２

０１６年までは、高校３年生の研究発表っていうのは、高校３年の１年間だけ
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でやられていたそうなんですよ。それがそれ以降、１年生から３年生の３ヶ年

をかけて研究テーマを決めて、１年の時に、で、それを３年かけて研究を深め

ていく。それに先生が伴走で付いて、例えば磯焼けの問題をテーマに研究する

グループがいたら、理科系の先生が付いて、ずっと３年間、提案発表まで深め

ていくっていうようなやり方になっているっていう論文を見てですね、これだ

ったら、普通科ではあるけれども、地域探求科って言ってもいいぐらいのレベ

ルの研究をしているんじゃないかなって思ったんですね。 

で、そのときに、それを読んで、もしかして１つの分野に絞る、尖ったもの

にするっていうんではなくて、地域探求っていうのをキーワードに北松西高の

魅力化っていうものが、図れるんじゃないかって思ったんですよね。 

 で、そうすると、１２年間の最終ステージである北松西高が、地域探求って

いうのをキーワードにできるってなれば、前に私の提案でもお示ししたとお

り、小学校でも中学校でも、それぞれ地域探求の中で、小値賀学の中で、色ん

な体験をしている。ふるさと教育、キャリア教育になるような体験をしてい

る。であれば、地域探求っていうのを柱にして見える化すると、１つひとつを

見るとぼんやりしている、合同行事であったり、それぞれの小学校、中学校、

高校でやられていることも、ひとつの地域探求っていう柱の中でやっているん

ですよっていうのを見える化できれば、意識共有が図れるんじゃないかなって 

思い出してですね。で、そうすれば、ふるさと留学で受け入れる子ども像って

いうのも、描き出しやすくなるんじゃないかと。 

前から事務局に言ってるんですけど、今、ふるさと留学も１年１年ですけ

ど、まぁそれはずっと１年１年確認していくっていうのは、続けないといけな

いと思ってますけど、高校の存続問題っていうのが地域事情としてあって。 

北松西高に進んで行く子どもを受け入れますっていうふうに、アナウンスし

ていかないといけないと思ってるんですけど、それには北松西高ってどういう

所かっていうのが示せないといけない。北松西高の魅力を伝えないといけな

い。それが、その地域探求っていうのが柱に座ると、北松西高がどういう所か

っていうのをお示ししやすくなるし、ふるさと留学の求める子ども像っていう

のも描き出しやすくなるし、小中高一貫教育の柱っていうのも示しやすくな

る。そうするとさっき言った３つのソフトの課題っていうのが、パッケージで

改善されるんじゃないかなというふうに思ったんですね。 

それを事務局と、先日の合同研修会の中で、校長先生、教頭先生、園長先生

にお話をして、特に小中高に関しては、私はそういうふうに思っている。 

ですので、事務局が言う、柱がないっていう話に関して、ずっと、こう、ス

ッキリしない、もやもやした気持ちで、ずっといたけれども、そういうふうに

考えれば、少し自分の中ではスッキリしかけている。 

しかし、先生方がスッキリしないと私もスッキリしないので、それぞれの学

校に持ち帰っていただけませんかっていうような話をしたのが、これです。 

 随分長くなりましたけど、すいません、そういうことでございます。 

 で、その時の合同研修会での校長先生や教頭先生の反応は、納得していただ

けるような感じではありました。 

 私がその気持ちを強くしたのが、１０月５日に北松の教頭会があって、終わ
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った後に懇親会がありまして、教育委員会からは私だけ出席したんですけど、

その時に、みんなで小中高一貫教育とか北松西高の魅力化の話とかしてたんで

すけど、その中で、町に対して高校生が提案をしますけど、自分達で地域課題

を研究して、それを提案して、地域を変えていける、そういうことができる学

校って、なかなかないですよっていう話を、小学校の高木教頭先生がされたん

ですね。それを聞いて、あぁやっぱりそうなのかって、まぁふるさと教育とか

キャリア教育とか、この前の県の教育長会議で聞いても、どこでもやられてる

んでですね、私達からすると、そんなに目新しいものではないっていうふうに

思っていますし、どこでも一生懸命やられてるんで、そんなに特別なことじゃ

ないんじゃないかなって思ってたんですが、そういうお話を聞いて、改めて、

やっぱりそうなのかなぁって思ってですね。 

で、やっぱり地域探求をキーワードに展開していっていいんじゃないかなっ

ていうふうに思い始めたもんですから、そういう所感を聞いてもらいました。 

 何かありますでしょうか。 

 

 地域探求っていうことに関して、小値賀の自然っていうことに関して、よく

漁業、農業っていうことが、よく意見として出てきますけども、なんか、ずっ

と小値賀の自然について、自分なりに考えているときに、なんか、昔の小値賀

の植物について、松浦やったっけ、小学校の先生が退職されて、その先生が、

雑草の先生、植物の先生、なんかこう、忘れましたけど、その先生に来ていた

だいて、親子で一緒に小値賀の植物を探しに行こうっていうところで、まぁ例

えば雑草だから、ホトケノザとか、色んな雑草がいっぱいあるんですけども、

ちょうど今の時期に、ムラサキシキブとか、いっぱいあってですね、で、そこ

の中に、ここは連鎖、例えば生き物と植物と、昆虫とか爬虫類とか、その連鎖

ができてるねって。連鎖のできている所は、なんていうか、豊かでもあるけれ

ども危険だよねっていう、そういうような話ぶりがあって、色んな子どもの発

するものを引き出しながら、あっ、ここに珍しい蝶の幼虫がいるとか、この蝶

は、この植物でなければ育っていかないんだよとかっていう、そういうのを、

ちょっと観察したときがあったんですね。 

で、その後、もう１０年以上経つんですけども、時折図鑑を出したりとか、

見ながら、例えば豊かさ、自然の豊かさっていうのは、そういうところから出

てくるものよねって、ちょっと思ってたもんですから。 

例えば、そういう森を作って、森っていうか、そういう流れていく物がミネ

ラルとなって、海の中に流れ込んで行って、それが海の生き物の、生物、植物

の豊かさにつながっていくっていうのが、よく言われていますよね。 

今、研究が進んでいて。そういうものが、なんかあっても、例えば地域探求

の１つとして、そういうのがあってもいいんではないかなって、ちょっと思っ

たもんですから、意見として出させていただきました。 

 

 ありがとうございます。 

 やっぱり、地域探求を深めていくうえで、幅を持たせる、厚みを持たせるう

えで、横山委員が言われたようなお話とか、水産に長く携わった者として感じ
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るんですけど、磯場の生き物の観察とか研究とかですね、そういったものがや

れるといいなっていうふうに思ってるんですよ。 

 で、最近だと、野崎にずっと来ていただいてる写真家の、今は写真家という

だけでもないですね、津田堅之介さんですね、県内で２地域しか見つかってい

ない甲虫類を見つけましたって、県内で 3 ヶ所目になりますっていうので、そ

ういったお話を聞くと、小学校 5 年生と中学校 2 年生ですかね、野崎の体験宿

泊をすっとはですね。そういった時に、トレッキングとか魚釣り体験とか、や

られてますけど、そういう時に野崎の生物に関する観察とか、津田さんの話を

聞いてもらうとかですね、そういう機会づくりとかで、地域探求の厚みを持た

せていくっていうのが、必要なんじゃないかと思ってるんですけど、それには

やはり、これも前に議論がありましたけど、学校運営協議会の、コミュニティ

ースクールの活動、役割の中で、地域の方に関わってもらう中で、そういうの

を広げていくっていう、先生方にそれを乗せるっていうのは、ちょっと難しい

ですね。やはり地域を知っている方や外部人材も含めて、そういうネットワー

クを持っている方に、子ども達に関わってもらう、そういう機会づくりをして

いく中で、広げていければいいなと思っています。 

 私が提案した、まずは役場の職員会が、キャリア教育に関わってみませんか

っていうのにも、通じるところになってくるのかなっていうふうに思っていま

す。ほかございますでしょうか。 

 

 この小中高一貫教育の当初の頃に、当初の頃にっていうか、遣未来使学って

あったんですけども、もう何年前ですかね、なくしてしまおうかっていう話

が、ちょっとあったんですけど、やはり当時の先生方にしたら、遣未来使って

いう、遣唐使の「遣」と未来の「未」、遣未来使学っていう、そういうもの

を、少し思とったっちゃなかろうかって思うとですね、そういう地域学ってい

うか歴史の、小値賀のですね。 

やっぱり、今教育長が言われたように、本当に大切なことだし、私も大賛成

なんですけれども、今教育委員会の行事のひとつで、小値賀の歴史についての

勉強会があってるんですけれども、私もそれに初めて出席してですね、昔の三

村の頃の、旧笛吹村とか柳村とか、各村の郷土史っていうとば、今勉強させて

もらいよっとですけども、そいば読みよったらですね、やっぱり本当に小値賀

の歴史っちゃ凄いなって、今更ながらに思いよっとですけども、やっぱりそげ

んふうな体験を、ちょっとでも子ども達にさせたらよかろねって、今話を聞い

てて思いました。 

 

 ありがとうございます。 

 その遣未来使学とかグローアップ科ですかね、そういった授業があったって

いうのは、私も小値賀新聞とかで知ってるんですけど、中身についてが全然知

らなくて申し訳ないんですが、今はなくなっているんですけれども、また最近

ですね、学校側から、もっと地域を知るための授業をやっていきたいっていう

意見もあったり、先ほどの小中高一貫の柱のアンケートの中にも、ちょっと見

ましたけど、先生方自身も、小値賀のことについてもっと知る機会を設けるべ
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きだっていう意見もあってですね、子どもも先生方も一緒に、そういった機会

があれば、学ぶことができると思いますし、学芸員も非常に多忙ですけれど

も、そういった提案っていうか働きかけが、学校側からあったっていうのは、

喜んでいましたし、元々少しずつ減らされて、まぁ言葉は適切かどうか分かり

ませんけど、減らされていったものが、また増やしてくれっていう方向に向い

ているのは、学芸員も喜んでましたので、その辺ですね、どれだけ、時数って

いうとですかね、授業時数っていうとですかね、それを確保できるか分かりま

せんけど、そこは先生方と話し合いながら、できるだけ確保していくっていう

方向で進めていきたいと思います。 

 ほかございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

 はい。 

 

 ありがとうございます。 

 

「附議案件」（3）議決事項 

それでは教育長報告を終わりまして、議決事項です。 

 まず、議案第 3 号 小値賀町教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し、

又は臨時に代理させる規則の一部改正案について、事務局お願いします。 

 

 はい。説明させていただきます。 

 議案第 3 号 小値賀町教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し、又は臨

時に代理させる規則の一部を改正する規則案について、説明させていただきま

す。今回、法律の条ずれに対応するため、また、字句の修正のために、今回、既

存の規則を一部改正することを提案させていただきます。 

 新旧対象表で説明させていただきますので、資料は 3 枚目をご覧ください。 

新旧対象表の左が改正後で、右が改正前となっております。目的、第 1 条の

方で、この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 25 条第 1 項の

規定により、ということで、黄色で網掛けをしておりますけれども、改正前は第

26 条ということになっておりましたが、先ほど言いましたとおり、条ずれが生

じております。ということで、25 条へ改正を行いたいと考えております。 

第 3 条につきましては「教育長は」の次に「、」を入れさせていただきたいと

思います。第 4 条につきましても同様に「教育長は」の次の「第 1 条の規定に

より」というところを「第 2 条の規定により」に改正させていただきたいと思

います。また「委任された事務のうち」ということで「事務の中」という文言で

したけど、他市町及び県の規定を確認したところ「事務のうち」というのが適正

であると思われますので、今回改正を提案いたしたいと思います。 

 最後に 3 点目の「事項については、」ということで、ここも「は」と「、」を追

加ということに、加えることで考えております。 

 以上、提案理由について説明をさせていただきました。 

 適正に審議いただきまして、適正なるご決定をいただきたいと思います。 
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 ありがとうございました。何かございますでしょうか。 

 

 ひとつ、ここが、解釈がよく分からないところがあるんですけれども、委任事

項で、第 2 条の委任事項で、1 から 15 まで、こういうことについては、教育委

員会は、教育長に委任しますよという文言だと思うんですけれども、その次の

臨時代理の、第 3 条のところでですね、ここが教育長は、緊急やむを得ない事

情が生じた場合に限り、前条各号っていうことは、1 から 15 までのことですよ

ね。これについて、臨時に代理することができるってなってるんですが、ここの

解釈が、この 2 条と 3 条の解釈が、なんかこう、そこら辺がようと分からんと

ですけど、教えてもらえませんか。 

 

 はい。お答えします。 

 まず第 2 条は、言われるとおり、教育委員会の所管事務なんだけれども、そ

の中で、これ以外のことは、この 15 項目以外のことは、予め教育長に委任しま

すというところで、委員さんへの合議は必要ないということになります。 

これ以外のことは。しかし、教育長に委任していない重要な事務であっても、

緊急時に、どうしても教育長が判断をしないといけない、委員さんに集まって

もらって諮る時間がない、そういうときには、まずは臨時にそれを代理して行

っておいて、しかし教育委員会の事務ですので、後でちゃんと報告してくださ

いねっていうような解釈です。 

 

 すいません、私が読み間違いをしていました。 

第 2 条では、次に掲げる事項を除きってなってるんですね。 

除きですね。分かりました。失礼しました。 

 そいけん第 3 条は、これについては、この 15 項目のときには、教育長が臨時

でやりますよっていうことですね。すいません。誤解してました。 

 

 はい。ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。 

 

 以前もありましたですね。確か人事の関係で、承認をした後に、どうしても、

ご本人さんの体調が崩れて、どうしても変えんばいかんということで、それが

時間と期限がなかったので、教育長が臨時にして、次回の、次回というか、直近

の教育委員会で報告という形を、私の、次長の中では 1 回ありました。 

実際にですね。そういう場合が考えられます。 

 

 はい。分かりました。 

 

 ほかございますでしょうか。ないようであれば、採決に入りたいと思います。 

 議案第 3 号について、可決してよろしいでしょうか。 

 

 はい。 

 



12 

教 育 長 

 

 

 

事 務 局 

（次長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

事 務 局 

（次長） 

 

教 育 長 

 

 

 

教育委員 

 

教 育 長 

 

 

教育委員 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

横山委員 

 

 

 はい。全会一致で可決といたします。ありがとうございました。 

 続きまして、議案第 4 号 小値賀町教育委員会公告式規則の一部改正案につい

て、事務局お願いします。 

 

 はい。説明します。失礼します。議案第 4 号です。 

 小値賀町教育委員会公告式規則の一部を改正する規則案について、提案理由

を説明させていただきます。小値賀町教育委員会公告式規則の一部を改正する

規則について、次のように定めるということで、下に書いておりますが、今回、

第 2 条第 2 項中の「押印」の部分を削るということで、提案をさせていただき

たいと思います。提案理由については、小値賀町の公告式条例の規定に準じま

して「押印」の部分を省略したいと、省略させていただきたいと考えておりま

す。なお、この規則については、公布の日から施行するということで考えており

ます。次ページ以降は、参考資料となります。 

以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議お願いいたします。 

 

 それでは、議案第 4 号につきまして、ご意見等はございますでしょうか。 

 

 教育長、提案理由で明記しております、小値賀町広告式の「広」の字が「公」

の誤りでございましたので、訂正をさせていただきたいと思います。 

 

 はい。失礼しました。そのようにお願いします。 

何かご意見等はございますでしょうか。 

ないということでよろしいでしょうか。 

 

 はい。 

 

 ありがとうございます。 

では、議案第 4 号については、可決ということで、よろしいでしょうか。 

 

 はい。 

 

 はい。ありがとうございます。 

 

「附議案件」（4）報告事項 

1） 各種委員会、協議会等について 

続きまして、報告事項ですけども、まず 1 点目の小値賀町通学路安全推進会 

議、これ令和 4 年度第 2 回目ですけども、これについてお願いいたします。 

何かご意見等はございますでしょうか。 

 

 すいません、確認ですけども、福崎モータース前の、コーンを、ブルーのコー

ンを引いてますけども、あれは、あのまま、置いたままっていうことなんですよ

ね。 
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はい。これについては、あくまでも仮設です。写真を付けてますけど、点検の

当日にですね、現場でそういう意見があって、やはりその、そこが私有地と道路

の間がオープンになっていることで、本来の道路を通らずに、ショートカット

して、私有地に入り込む形で車が通っていることに関しての危険性の指摘だっ

たんですけども、その時に、現場でのアイデアとして、まず、一旦どちらかを止

めてみようかって、止めることができればねっていうお話の中で、土地の所有

者の方に来ていただいて、仮に、実証的に置かせていただくっていうことで、建

設業者の方に相談して、コーンを借りてですね、今置かせていただいています。 

で、最終的には、できるかどうかは、これもまた所有者の方への相談になるん

ですけども、最終的には固定式のバー、埋め込み式のバーを設置して、通り抜け

ができないようにしていくことができればっていう話までしています。 

よろしいでしょうか。 

 

はい。分かりました。ありがとうございます。 

 

ほかございますでしょうか。 

ないようですけども、報告第 20 号は、以上でよろしいでしょうかね。 

 

はい。 

 

はい。ありがとうございます。 

続きまして、報告第 21 号 学校運営協議会、これも令和 4 年度第 2 回目です

けども、これについてお願いします。 

 

はい。事務局からです。 

先日、10 月 20 に学校運営協議会の第 2 回を行いまして、その内容を記して

おります。また 2 枚目にはですね、前回の教育委員会の折に要望されておりま

した、学校から出された要望の一覧表を是非私達にも共有してくださいってい

うことでしたので、それも併せて付させていただいております。以上です。 

 

 はい。ありがとうございます。ご意見がございましたら、お願いします。 

 

 前回もですね、今傍聴されている今田議員さんからも意見があったんですけ

れども、学校から地域にお願いしたい、コミュニティースクールの件なんです

けれども、地域にお手伝いしていただきたいっていう提案を学校からするのは、

ちょっとおかしいんじゃないかっていうことで、されたんですけども、本来地

域から学校の方に、こういうことは地域でお手伝いできますよっちいうか、地

域の方から提案するのが本来なんですけれども、どうしても、なんちいうか、コ

ミュニティースクールの方が、なかなか前に進まんもんですから、その当時、私

の方から、学校の方で困っていることがあったら、地域の方にお手伝いするこ

とがあったら、それを列記してもらってですね、これは地域の方にお願いした
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いこと、これは、例えば、学校でも地域でも、どちらでもできますけども、でき

れば地域にしてもらいたいとかっていう、そういう区別をして提案してもらえ

れば、具体的にその、地域の方も色々な考え方が提案できますよっていうこと

で、提案をしたんですね。ですから、今から先、こういう話になっていけばです

ね、あくまで学校の方から、これを地域にお願いしますって、なんちいうです

か、一方的に学校の方から押し付けるっていうか、これをしてくださいってい

うような方向で捉えられたら、ちょっと困るんですよ。 

 ですから、ここら辺の書きぶり、ここら辺の雰囲気から言ったら、どうしても

なんか学校からこれをしてくださいって言われているような感じが、ちょっと

するもんですから、そうじゃないことを皆さんも事務局の方もよく考えとって

対処してもらえればと思います。この地域のコーディネーターさん達にもです

ね、やっぱり学校の方から、これをしてくれんねって言われたら、あんまりよか

気がしない場合があるわけですね。上の方から例えば、これをして、あれをして

って、あてがうっていうか、なんていうか、やっぱりそういうものじゃないって

いうことを・・・ 

 

 よく分からないんですけども、そうでなかったら、どういう形がいいのかっ

ていうのを、地域から学校の方に言うっていうのは、よく、逆でも、こういうの

でもいいんではないかなって思ったんですけども。 

 地域から学校の方に、何かないですかっていうことは、例えばどういうこと

があるんですか。何かありませんかっていう・・・ 

 

 例えば学校で、やっぱり学校の情報っていうのが、地域の皆さんには、教育委

員会や私達の方には、少し、学校がどういうことをしとるっていうのが分かっ

とっとですけども、一般の人達は、あんまり学校の中身っていうのが、授業の内

容とか、よく分からん、詳しくは分からっさんやろうと思うとですね。 

 例えば授業の中で、理科の実験とか作物を育てる生物の学習とか、そういう

ことがあったときに、もし農家の人が、そういうものにお手伝いしてもらえれ

ば、本当の作物の作り方とか、芋掘りの実演とかね、色々地域の人達が、そうい

うのができる人がいっぱいいるじゃないですか。 

ノウハウを持ってるじゃないですか。そういうことをお手伝いするっていう

ことが、地域ではなかなか発想が出てこない。 

 それを、そういう情報を学校から頂ければ、こういうことをお手伝いしても

らえればなっていうふうに言ってもらえれば、あぁそういうのは本当に地域で

できるんだなっていうことで、前に進むんじゃないかなって、私がちょっと思

ったってすよ。でも、地域の方からね、学校に行って、あそこの草刈りはできま

すよとか、先生も本来の仕事をして、そういう作業とか、本当の、子ども達に教

える勉強とかの、農業とか漁業とか、そういうのに関連するような学科につい

ては、応援ができるっていうのを、学校の方から提案できるっていうのを言っ

たもんですから、ちょっと変な格好になっとるごたっんなと思たとです。 

 

 はい。すいません。今升水委員がおっしゃっられたような危惧もよく分かる
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升水委員 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

んですけど、こちらに頂いているリストにつきましてはですね、学校が地域に

やってくれっていう要望リストではなくて、あくまで学校が困っていることは、

こういうのがあるよというリストと思っていただければと思います。 

 それを受けまして、地域コーディネーターの方がですね、これは俺達ででき

るけど、これはちゃんと予算取ってやらないととか、これはこういう人達がで

きるよとか、そういうのをここの「対応」に書いていただいておりますので、全

部こっちに押し付けてとか、そういうあれではございませんということだけ、

お願いします。 

 

 それを皆さんが理解しとってもらえればいいんですけど、学校からこういう

ような要望が出ましたっていうのをポンと聞けば、「何で？」っていうふうな、

一方的に学校の方からお願いされたことじゃないっていうことを分かってもら

うようにお願いします。こいばね、こっちから言わんやったら、学校の先生達

は、これも言い出さんやったって思います。 

 

 ありがとうございます。 

 当日もですね、この資料に関して、升水委員さんが心配されていたような意

見が、やっぱり出ました。これを、特に地域コーディネーターが、お 1 人しか

いないですけども、こんなことを地域が対応する、そのためにコーディネータ

ーが奔走する、それはコーディネーターの本来の役割じゃないんじゃないかっ

ていうような意見もありました。しかし、今班長からあったように、実際にはで

すね、まぁ困っていることを、できるかどうかは分からないけれども、現に困っ

ているっていうことで、正直ベースで出していただいたっていうリストに過ぎ

ないっていうふうに思っていただければ。 

でも、升水委員さんが、そういうふうに働きかけていただいたおかげで、本当

にこの学校運営協議会のあり方とか、コーディネーターの本来の役割とか、も

っと言えば、前回もありましたけど、学校運営協議会の下に作業部会的なもの

が必要なんじゃないかとか、あるいは法律の規定に基づいて、地域学校協働推

進本部っていうのをちゃんと作って、その両輪で回していかないといけないん

じゃないかとか、そういう本格的な議論のきっかけになって、非常にありがた

かったです。 

 

 この地域コーディネーターさんがですね、今言われたように、どこかに書い

てあったんですけど、それは教育委員会と学校が話すべきことで、どうのこう

のって書かれてたんで、なんもかんも地域コーディネーターに、そげんふうに 

うっかぶせられたっちゃという気持ちで、どっか書かれてたんで、ちょっと誤

解せんごとねって思いよったとです。 

 

 はい。実際、そういう意見がありました。学校側も、升水委員さんが言われた

ように、誤解しないでいただきたいと。先ほど言ったように、困っていることは

ないですかっていうことだったので、できるかできないかは分からないけど、

現実に困っていることとして、ただリストアップしただけですっていうような
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お話をしたのでですね、ですので、やっぱり学校運営協議会が、年に何回の会議

とか、そういうのではなくて、その会議と会議の間に学校側と何を話すかって

いうのが重要で、どう対応していくかっていうのを準備するのが重要だと思い

ますので、改めて申し上げますけど、会議が目的ではありませんので、会議で出

た問題、課題に対して、どう対応していくかっていうのが、次の会議までの大事

な動きになると思いますので、事務局は改めてその辺を肝に銘じていただきた

いと思います。ほかございますでしょうか。 

 

 この要望の中の、小学校の、10 個ほど出ておりますけど、これは大体、本当、

学校では難しいよねっていうところが多いんですけど、8 番の登下校の見守り

っていうのも出て来てるじゃないですか。 

やっぱり都会の方では結構見守りをしてくれておりますよね。 

でも小値賀は少年の日だけですので、やっぱり学校としたら、これを必要と

いうことかなぁ。やっぱり安全面で、なんかこう、して欲しいっていう要望が強

いのは何か、どんなところから持って来たとでしょうかね。 

 

 学校の趣旨としては、登校時は、ある程度時間帯がですね、7 時半から 7 時

50 分ぐらいの中で、まとまって来ますので、それとか集団登校したりしてです

ね、その辺はまぁ安全確保できてるのかなぁってことですけど、下校時がどう

しても時間帯がズレたりとか、夕暮れ、暗くなったりとかで、その辺がやっぱり

心配しているという部分で、要望があったのかなということを感じております。 

 この点については、実際に 10 月から老人クラブの方で、地域コーディネータ

ーさんを通して話があって、ただ、事務局としても、先ほど升水委員が心配され

たように、負担感になってしまってはいけないっていうことをお伝えしてです

ね、あくまで無理のない程度で、できるんでしたら、そういうお願いっていうか

ですね、できますかって言ったら、10 月から 5 の付く日に、1 回試しにやって

みるっていうことで、実際に何ヶ所かでですね、旗も自分達で作られて、何人か

立ったそうです。で、今月またもう 1 回話し合いがあるので、もう 1 回提案は

してみるっていうことですけど、あくまで長続きしないと意味がないので、 

そういう負担感にならない程度で、お願いします、あくまで強制じゃなくてい

いですからという話はしております。 

で、そういうことで、少しずつ、先ほど教育長も説明したとおり、少しこの学

校運営協議会の会議のあり方じゃなくて、実際に行動に移す段階で、今回会議

で学校側と地域側とのズレというか、考えのズレで、ちょっと議論があったん

ですけど、そこは最後にですね、やはりしっかり共有していこうということで、

学校は学校の中での役割と、地域は地域の中での役割と、それをつなぐのが学

校コーディネーターと地域コーディネーターということで、しっかりと役割分

担を見える化するように、今後話し合っていくようにしておりますので、はい。 

ご意見ありがとうございます。 

 

 はい。ほかございますでしょうか。大丈夫ですかね。 
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 はい。 

 

 はい。ありがとうございます。 

それでは、報告第 21 号は、これで終わりたいと思います。 

 

「附議案件」（4）報告事項 

2） その他 

続きまして、その他の報告事項ですけれども、１７項目ありますけれども、一

括して、ご意見等があれば、お伺いしたいと思います。 

 で、その前にひとつおつなぎをしておきたいと思います。 

 前回の教育委員会で、８月３１日に行われました、よりみち塾のアドバイザ

ー研修ですね、この時に講師になられた方、どういった経緯で研修会が行われ

たのかとか、講師の方がどういった経緯で講師になられたのか、そういうご質

問があったと思うんですけれども、それに対して明確にですね、お答えをして

おりませんでしたので、私の方からおつなぎをしたいと思いますけれども、こ

の８月３１日の研修会ですけれども、この方に講師を依頼した経緯としまして、 

６月２７日に第１回新放課後子ども総合プラン指導者研修会、これは県主催の

事業ですけれども、これに、よりみち塾とたのすくクラブから参加をしたとい

うことなんですが、それを受けてですね、第１回の新放課後子ども総合プラン

指導者研修会の中で、よりみち塾とたのすくクラブの両方から、子ども達への

対応に困ることがあるという主旨の意見が出たことを受けて、崎元さんから逆

にですね、お誘いをいただいて、研修会を実施することになったそうです。 

 で、当初は、先ほど言いましたように、両方が一緒になって、スタッフが一緒

に研修を受ける予定だったのが、夏休み期間中に、そういう特性を持った子ど

もさんが、たのすくクラブを利用するということで、たのすくクラブが先駆け

てですね、研修会を実施して、結果、よりみち塾の研修会と分離する形になって

るんですね。先ほど言いましたように、研修会は８月３１日に、夏休みの終わり

にありました。という経緯があるということです。 

 で、その方のお持ちの資格として、子育て相談支援員、児童発達支援士、発達

障害コミュニケーションサポーター、子ども発達障害支援アドバイザーなどの

資格を持っているということでございます。以上です。 

 この１７項目に関して、何かございますでしょうか。 

 

 質問なんですけども、青少年劇場に参加させていただきました。 

 で、狂言っていう内容だったんですけども、本当に、意外にも小・中学生の反

応がよくって、事前にお勉強してたのかなっていうぐらいに、質問もたくさん

あったことに凄く驚いたんですけども、次長さんや教育長さん、参加されて、ど

ういうふうに感じたのかなって思ってですね。 

 よく勉強していて、難しい古典の言葉っていうのを理解して反応するってい

う、それが凄くビックリしたんですね。どういう感想をお持ちですか。 

 

 私も後の方で観させていただきましたけど、子ども達は、昨年もですね、青少
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年劇場を観させていただきましたけど、小値賀の子ども達は結構質問しますね。 

 ただ、小学生も低学年というか、その辺は積極的なんですけど、中学生になる

と、やっぱりちょっと控えめかなっていうのはありますけど、そういう部分で

は、小値賀の子ども達の特徴かなというふうには感じました。 

 ただ、やっぱりこういう本物を観る機会というのは、小値賀の子ども達は正

直恵まれてないと思うんで、こういう機会に、私も初めて観ましたけど、やはり

日本の文化というか、能、古典芸能ですか、やっぱりマイクなしで腹の底から声

を出して笑ったり言葉にしたり、本当、なんともなかってすけど、笑ってしまう

っちゅうか、あぁやっぱり本物は違うんだなぁということを子ども達が、実際

に観て体感することで、五感で感じることで、やっぱりなんか、今後の人生の中

で役立ってくれるんじゃないかなと感じました。 

はい。本物は凄いと思いました。 

 

 はい。私はですね、横山委員さんの隣りで観させていただきましたけど、最初

はですね、序盤を観ていて、正直、あぁこれは小学生には早いなと思いました。 

 特に低学年にはですね。実際、子ども達を見ていると、後を振り返って話をし

たり、体が揺れていたりとか、手混ぜをしていたりとか、少なくとも小学生の低

学年は、ちょっとこれは早過ぎたなぁっていうふうに、最初は思っていました。 

 ところが、舞台が進むにつれて、段々と子ども達がですね、笑いが起きたり、 

一緒に拍子を取ったりとかいうのが、低学年も含めて見られてですね、最初は

どうかなぁと、小っちゃい子どもには早いなぁと思ったんですけど、結果とし

て見たら、凄い引き込まれていたんじゃないかなぁというふうに思いました。 

 ですので、一部だけ切り取って見ると分からんもんじゃなぁと、トータルで

見て評価しないといけないなぁというふうに、改めて思いました。 

 次長も言っていたとおり、子ども達もですけど、中学校の校長先生が、小値賀

物語って出されてますけど、あれにも書いてましたけど、中学校の校長先生も

初めて観たそうです。私も勿論初めて観ましたし、学校の先生方にもそういっ

た方が少なからずいると思いますんで、コロナのこともありますけど、ああい

う機会は是非、子どもだけじゃなくて、保護者の方もですね、来ていただくと

か、広く日本の古典芸能を知っていただく機会になればいいんじゃないかなと

思いますし、司会っていうか、進行されていた方が言われてましたけど、自分の

国の文化、歴史、そういうものを語れる人になって欲しいっていうふうに言わ

れてましたし、特に日本人は、自分の国の歴史、文化について、自分の言葉で話

せる人が少ないって、世界の中でもですね、そういうふうに言われてますし、私

なんか正にその口なので、もっと勉強しないといけないなというふうに、私自

身思ったところです。以上のような感じです。 

 

 １点補足をさせていただきます。先ほど委員のお話の中で、子ども達、なかな

かこういうのが、体験する機会に恵まれてないっていう話があったと思うんで

すけども、青少年劇場につきましては、これ毎年あってるんですけども、例えば

これが他所の市町ですと、枠が限られているもんですから、毎年当たるわけで

はないんですよ。ただし、小値賀町の場合は１町１校ですので、100％毎年当た
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るもんですから、そういう意味では恵まれていると言ってもいいのかなと思い

ます。はい。すいません、以上です。 

 

 名刺いただきましたけど、青少年センターの担当の方とお話ししましたけど、

今度の青少年劇場も、手を挙げていただければ当選確実です、みたいな話をさ

れていました。ピアノの連弾を予定しているので、それに手を挙げてもらえれ

ば、即採択です、みたいな話をされていました。 

 ほかございますでしょうか。大丈夫でしょうか。 

ないということで、よろしいでしょうか。 

 

 はい。 

 

（5）協議事項 

 続きまして、協議事項ですけれども、小値賀町部活動地域移行検討委員会設

置要綱案についてっていうことで、事務局からお願いします。 

 

 はい。小値賀町部活動地域移行検討委員会設置要綱案っていうことで、協議

事項に上げさせていただいております。 

 令和７年度までに休日部活動の地域移行を行うという、国及び県の方針が示

されておりまして、それに合わせて小値賀町でも検討を進めて行くということ

になっております。で、既に立ち上げております対馬市などの設置要綱を参考

にしてですね、小値賀町の方でも、まずは設置要綱を設けて、そして募集という

か、委員の選定を行っていきたいと思っております。 

 よろしくご審議をお願いいたします。 

 

 事務局、確認ですけど、この要綱案は事前に委員さんにお配りしているもの

ですね。 

 

 はい。 

 

 

 そしたら、各条項の説明は要らないですね。 

 

 はい。そう考えております。 

 

 

 はい。では、よろしくお願いします。 

 何かお気づきの点等がございましたら、お願いします。 

 

 ひとつ確認なんですけども、この検討会ってことで、来年開始ですよね。 

 2023 年から、移行のあれが始まるとですよね。それから 2025 年に完了する

って書いてあったとですけど、ちょっと調べてみたらですね。 
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 地域移行が 2025 年には完全に始まりますよっていうことなんですけども、

この検討会っていうのは、例えば 2025 年に完全に移行してしまったら、これ、

なくなる、なくならしてしまうんですかね。この検討会っていうのは。 

 今のところの考え方としては、なくなるんですか。 

 

 事務局が悩んでいるようなんで、私がお答えします。 

 升水委員さんが言われるように、令和 5 年度から 7 年度の 3 ヶ年を集中移行

推進期間として設けられておりますので、早い所は、例えば令和 5 年度から移

行する、遅い所は、まぁ 7 年度に検討を終えて、これ、3 年間の検討期間ってい

うふうに私は認識しておりますので、3 年間検討して 8 年度から移行するって

いう、それぞれの地域でタイムスケジュールは変わってくるのかなって思って 

おります。で、その役割を終えたら、この要綱は廃止されるのかっていうことに

つきましては、この 3 年間は、あくまでも休日の移行に関しての期間でござい

ますので、その後、国の考えとしては、平日も含めて、部活動自体を地域のもの

に完全に移行してしまおうっていう考えがございますので、要綱の一部改正は

あろうかとは思いますけれども、おそらく完全移行に関しても、また更にです

ね、検討を進めていかなければいけないと思いますので、そういう意味で、この

要綱は当分の間廃止はされないんじゃないかという認識でおります。 

 

 はい。分かりました。 

 

 すみません、このことに関しての認識不足があるかと思うんですけども、例

えば教育者ではない方が指導するっていうときに、子どものスポーツ、部活の 

教育的分野は、どういうふうな扱いっていうか、に、なるのかなって、ちょっと

こう、思うところがあるんですけども、どうでしょうかね。 

 

 はい。これに関しましては、中学校の学習指導要領の中に、部活動っていうの

は、教育活動の一環っていうふうに位置付けられているので、今のようなお話

になろうかと思います。ですので、地域移行を完全に、平日も含めて実施するっ

ていうことになりますと、その前提となっている、部活が教育活動の一環って

いう前提となっている指導要領の改訂がなされるものと思っております。 

 

 それは、多分そういうふうになるだろうと思うんですけど、ちょっと想像が

つかないんですけども、部活に関しても、やっぱり私が経験した部活っていう

のは、子どもの多い時代だから、帰宅部もあるし、何でもありの部活だったの

で、それはそれでよかったんですけども、ただ、なんていうか、全く時代が違

う、やっぱり成長期、青年期における、精神的、肉体的な発達とかっていうの

も、この部活の中に、かなり影響してくるもんだと思うもんですから、それが、

なんていうか、抑制のないものに走って行ったり、後退したり、部活っていう、

そういう懸念はないのかなって、ちょっと思ったりするんですけど。 

 

 ご心配されることは分かります。先日の新聞やったですかね、今の部活にお
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いても、結構、この部活の改革の理由として、勝利至上主義、それに中学校の部

活が傾いてるっていうのも、改革の視点のひとつなんですよね。 

 実際に、昨日か一昨日かの新聞だったと思うんですけど、内申書ってあるじ

ゃないですか、高校に進学する時に。それが、部活での役割とか活動経歴とか実

績とか、生徒会での活動とか、そういったものが内申書に影響すると。 

 でも実際には、各学校で取り扱いが異なっていて、どういうふうにポイント

化されているのか分からないっていうところで、部活での評価、そういったも

のを開示するように、有識者会議やったですかね、国じゃなかったと思うんで

すけど、今後求めていくべきみたいな、そんな記事もありました。 

 で、部活動が学校から地域に移ったからといって、そういった勝利至上主義

が改善されるとか、そういう話ではないのかなと。 

 横山委員さんが心配されているのは、子どもの成長過程に合わせた指導って

いうのが、地域において適切になされるのかっていうのを心配されているんだ

ろうと思うんですけど、それは私も正直分からないというか、同様に心配して

います。ですので、まだ検討会も始まっておりませんけれども、私は、できれば

この 3 年のうちの早い段階から、実証的に、もう部活の中に地域の方達が入っ

て行って、先生達の指導ぶりを見てみるとかですね、実際に現場に触れるとこ

ろから、少しずつやっていく必要があるんじゃないかなというふうには思って

います。結構長い改革になるんですよね。 

さっき言うたように、この 3 年間は、あくまでも休日に限った話ですので、

平日の完全移行ってなると、5 年スパン、あるいはもっとかもしれないなってい

う気はしますけど。ほかございますでしょうか。 

 

 この第 2 条の 3 号に、持続可能な部活動の体制、整備に関する事項って、協

議事項の中にあるんですけど、持続可能な部活動の体制ってなれば、そういう、

その地域の人達の指導者に対して、費用の負担っていうかですね、全くのボラ

ンティアでは、なかなか難しいものが出てくると思うんですけども、こういう

費用の確保っていうか、例えば色んな記事を見てたら、報道を見てたら、保護者

の負担が増えてくるとかってなってるんですけども、そういうのは、例えば助

成とかは、今のところないんですかね。 

ちょっと教えてもらえればと思うんですけど。 

 

 すいません、事務局からです。今、各報道で行われております、保護者負担が

増えるっていうお話についてですけども、今のところ、国や県の流れとして示

されているのは、一部困窮世帯に対しての補助は、制度として考えないといけ

ないねっていうのはあるんですけども、一般的な家庭に対しての国・県の補助

はないっていうことになっております。ただ、おっしゃるとおり、無償で指導し

てくれっていうのは、とてもできませんし、当然その分は有料でお願いするこ

とになると思いますので、それについての財源については、ちょっと合わせて

検討していく必要があると思います。 

 

 はい。分かりました。分からんとよね、まだ。 
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 その点について補足しますけれども、班長が説明したとおりなんですけども、

各市町の意向も、ちょっと聞いた範囲でお答えしますと、やはり 3 つの問題が

共通してあると。その指導者の、人の問題ですね、それと、委員さんおっしゃる

ように予算の問題、それとあとは補償というか、事故とかあったときの、どこま

で責任を負わせるかというような、その 3 つの大きな課題があって、特に長与

町あたりが、国の事業を使って先進的にやられているので、今後は色んな情報

を聞きながらですね、準備を進めてまいりたいと思いますけど、言ったとおり、

簡単にはいかんと思います。教育長もおっしゃるように、ちょっと中長期的に

考えて、試験的にやりながら、多分改善するところが色々出てくると思います

んで、まずは立ち上げてみて、試行的にやりながら、土台を、体制を整えていく

っていうふうになるのかなと考えておるところです。 

 

 はい。ありがとうございます。他の地域の情報も参考にしながら、一方で、町

の中でもですね、学童野球とか少年少女サッカークラブとかですね、基本先生

方は関わっておられませんので、任意で関わっておられる方はいらっしゃいま

すけど、地域主体でやってますので、その辺の、町内の団体の運営の仕方ってい

うのも参考になるのかなって思っております。 

ほかはございませんでしょうか。 

 それでは、この要綱案につきましては、よろしいでしょうか。議決事項ではあ

りませんので、協議ということで了解いただきたいと思います。 

 

 はい。 

 

（6）その他 

 ありがとうございました。続きまして、その他ですけれども、第 4 期 小値賀

町ふるさと留学の申し込み状況についてということで、事務局からお願いしま

す。 

 

 はい。お手元に資料を、1 枚物を配布させていただいております。 

 個人情報の関係で、氏名等を伏せさせていただいておりますが、ご覧のとお

り、6 名の申し込みがあっております。 

学年につきましては、現在の学年で記載させていただいておりますので、来

年度になったら、これプラス 1 学年上の学年となりますので、小学 6 年生が 1

人、高校 1 年生が 1 人、中学 2 年生が 4 人という学年での申し込みということ

で、今後、書類審査の 1 次審査を経まして、2 次審査という予定で考えておりま

す。事務局としては、来月の上旬、4 日で調整を学校の方とも図っているところ

ですので、調整が取れ次第、皆様、各委員さんにですね、連絡をしたいと思って

おります。ただ、しっかりとですね、書類審査の段階で、ある程度、しっかり審

査をしなければならないと思っております。 

2 次審査となりますと、こちらに来ていただいて面談となりますので、経費的

な負担もありますしですね、ある程度、書類審査の中で判断できればと思いま
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すけれども、現在、今、ハウスマスターとか、しま親さんのヒアリング等を通じ

まして、色んな留学生の課題とか、小値賀のふるさと留学生として求める人材

像を少し整理せんばいかんということで、今ちょっと協議をしているところで

ございますので、その辺、審査基準もですね、はっきり示せるようにしたいと思

っておるところです。以上でございます。 

 

 今日のところは、応募状況の共有ということで、よろしいでしょうか。 

 

 はい。 

 

ありがとうございます。 

 続きまして、11 月の行事予定について、お願いします。 

 

 はい。行事予定につきましては、事前に配布した資料のとおりでございまし

て、11 月も盛り沢山でございますが、1日は少年の日になっておりますので、

皆さんよろしくお願いいたしたいと思います。 

 それと 12 日、土曜日ですけども、毎年恒例の少年の主張発表大会を予定し

ております。また 12、13 で町民文化祭、文化連盟主催ですけども、予定にな

っております。それと、24 日の小中高一貫教育合同会議につきましては、毎年

合同会議という形でしたけど、今回の 11 月につきましては、班別会議という

ことで、それぞれの班で会議をして、2月の合同会議に臨むという形で、なっ

ておりますので、班別会議ということで、ご理解いただきたいと思います。 

 あと、12 月の 2学期の終業式予定日を入れておりますので、ご確認くださ

い。なお、各学校ごとの行事予定表については、別紙になります。 

 中学校の方については、凡例をお手元にお渡ししておりますので、ご確認を

お願いします。今回、字が小さくて見にくいかと思いますが、次回から少し工

夫したいと思います。行事予定につきましては、以上でございます。 

 

 はい。よろしいでしょうか。何かございますでしょうか。 

 はい。ないということで、ありがとうございます。 

 続きまして、最後になりますけど、次回定例教育委員会の日程ということ

で、それで、その後ですけど、事務連絡がありますので、会議終了後、委員さ

んには、少し残っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 事務局案はありますですか。 

 

はい。事務局案としましては、11月 28 日の週でどうかなと思っておりま

す。第 1 希望としては、30 日の水曜日、1時半からでどうかなと思いますが、

ご協議をお願いいたします。 

 

 30 日、私ちょっと予定が入ってますね。28 か 29 でお願いします。 

 

 28、29 はおらんと。 
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 はい。28 から 30は消えましたね。ということは、21 日の週に頑張って入れ

ないといけないんじゃないですかね。 

 

 はい。頑張ります。委員さんがメインですから。 

 

 

 25 しか空いてないです。 

 

 すいません、私は 22しか空いてないです。25は、午前中は大丈夫です。 

 

 25 日の午前中というお話も出てますけど、いかがですか。 

 

 25 日の午前中だったらいいです。 

 

横山委員は、25 日の午前中は大丈夫ですか。 

 

 大丈夫です。 

 

 そしたら、25 日の午前中でいきましょうか。事務局は大丈夫ですか。 

 時間はどうですか。朝に寄せるか、昼に寄せるか。 

 

 会場の準備がありますので、9時半とかでどうでしょうか。 

 

 

 

確認します。次回の定例教育委員会は、11月 25 日、金曜日の午前 9時 30 分

からということで、よろしくお願いします。 

 以上で、附議案件は終了ですけれども、よろしいでしょうか。 

 はい。それでは、これをもちまして、10月の定例教育委員会を閉じさせてい

ただきます。お疲れ様でした。 

 

以上 

 

１５:１２終了 

 

終了後、1名の傍聴者から発言あり。 

 

 

 

 

 


